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○ 本年３月１０日に夕張市の財政再生計画の変更について総務大臣が同意し

たが、令和２年度予算について、その後に発生した新たな事情に早急に対応

するため、歳入・歳出額を変更するもの。 

 

○ この変更は、新型コロナウイルス感染症に緊急に対応するためのものであ

ることから、本年５月８日に夕張市議会において本変更及びこれに基づく補

正予算が議決された後、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第１０条

第６項ただし書    の規定に基づき、総務大臣に協議されたもの。 

 

○ 変更に伴い必要となる財源については、新たな歳入の確保等により対応す

ることとしており、財政再生計画の主要部分である計画期間、財政再生の基

本方針については変更はない。 

 

 

 (※)地方公共団体の財政の健全化に関する法律第１０条第６項（抜粋） 

 地方公共団体は、第三項の同意を得ている財政再生計画を変更しようとするとき

は、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、災害

その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得

る時間的余裕がないときは、事後において、遅滞なく、その変更について総務大臣に

協議し、その同意を得なければならない。 

 

 

Ⅰ 経過  

R 2.5.8   夕張市議会が財政再生計画の変更及び補正予算の議決 

〃     夕張市長が総務大臣宛の財政再生計画変更報告書及び財政再生計画 

変更協議書を北海道知事に提出 

 〃    北海道知事が意見を付して財政再生計画変更報告書及び財政再生計画 

      変更協議書を総務大臣に提出 

 

 

 

夕張市財政再生計画の変更 

（令和２年５月）の概要 

(※) 
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Ⅱ 歳入・歳出額の変更における主な内容 

１ 主な変更事項 

 

（１）特別定額給付金給付事業（＋７９１百万円） 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、夕張市において実施する特

別定額給付金の給付事業に必要な経費を計上するもの。 

  （財源）国支出金 ７９１百万円 

 

（２）子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（＋８百万円） 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、夕張市において実施する子

育て世帯への臨時特別給付金の給付事業に必要な経費を計上するもの。 

  （財源）国支出金 ８百万円 

 

２ 性質別歳入・歳出の増減 

【一般会計】 

（１）歳入 

   国・道支出金の増（＋８０２百万円）、繰入金の増（＋２百万円）により８

０４百万円の増 

 

（２）歳出 

   人件費の増（＋３百万円）、物件費の増（＋１３百万円）、その他の増（＋

７８８百万円）により８０４百万円の増 
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（参考） 歳入・歳出の全体像  

【一般会計】 

 

（令和２年度予算） （単位：百万円）

変更前 変更後 増減額 主な内容

893 893 －

47 47 －

4,821 4,821 －

1,543 2,345 802

・特別定額給付金給付事業費補助金【国】780
・特別定額給付金給付事務費補助金【国】 10
・子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金【国】5
・子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金【国】3

858 861 2 ・財政調整基金繰入金　2

1,069 1,069 －

913 913 －

10,143 10,947 804

1,222 1,224 3 ・特別定額給付金給付事業　3

1,203 1,216 13
・特別定額給付金給付事業　8
・子育て世帯への臨時特別給付金給付事業　2
・感染症拡大防止対策　2

285 285 －

1,421 1,421 －

1,144 1,144 －

3,435 3,435 －

うち再生振替特例債 2,558 2,558 －

832 832 －

601 1,390 789
・特別定額給付金給付事業　780
・子育て世帯への臨時特別給付金給付事業　5

10,143 10,947 804

※端数処理の結果、増減額及び合計が一致しない場合がある。

歳
　
出

人　件　費

物　件　費

維持補修費

扶　助　費

建設事業費

公　債　費

繰　出　金

そ　の　他

合　　計

区　　分

歳
　
入

地　方　税

地方譲与税

地方交付税

国・道支出金

繰　入　金

地　方　債

そ　の　他

合　　計
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